
3 広報みたか　No.1707　2022.1.16

主催者  日時・期間  対象・定員  場所・会場  講師  費用（記載のないものは無料）  持ち物  申込方法  問い合わせ  保育あり  手話（要約筆記）あり

●市役所電話（代表） ☎0422-45-1151交換手に各課の内線番号をお伝えください。

新型コロナワクチン 最新情報（国からの通知によるもの）

　第2弾ではマイナンバーカードの取得や利用申し込み・登録をす
ることで、最大2万円分のマイナポイントが付与されます。

❶�マイナンバーカードを新規に取得した方（マイナポイント第1弾
に申し込んでいない方を含む）　
　選択したキャッシュレス決済で買い物やチャージをすると、利用
額の25％、上限5,000円分のマイナポイントがもらえます。キャッ
シュレス決済利用の登録には「マイナポイントアプリ」のダウンロー
ドが必要です。
❷�健康保険証として利用登録をした方（すでに登録した方、利用申
し込みをした方を含む）
　7,500円分のマイナポイントがもらえます。利用登録には「マイ
ナポータルアプリ」のダウンロードが必要です。
※ポイントは5月ごろに付与される予定です。
❸�公金受取口座の登録を行った方
　7,500円分のマイナポイントがもらえます。なお、口座登録は3
月以降開始予定です。
※�ポイントは7月ごろに付与される予定です。

マイナンバーカードの交付申請方法
◆二次元コード付き申請書をお持ちの方
　申請書に付いている二次元コードをスマートフォンで読み取ると簡単に申
請できます。申請はパソコンや郵送でも可能です。
※�動画配信中！「スマホで簡単！マイナンバーカードの作り方」（右記二次元コード）。

◆二次元コード付き申請書をお持ちでない方
　マイナンバーカード専用コールセンター☎050-5050-1462へお問い合わせいただくか、
同課（市役所1階4番窓口）へお越しください。

マイナンバーカードに関する支援窓口
　マイナンバーカードの交付申請やマイナポイントの申し込み、健康保険証利用の登録な
どをお手伝いします。
月～金曜日午前8時30分～午後5時（祝日を除く）
第二庁舎2階特設会場

マイナンバーカードの受け取り方法
　申請後、市から「交付通知書」が届いたら、受取日時を予約して市役所へお越しください。
◆予約方法
電話：予約専用コールセンター☎03-6831-1066
インターネット：予約専用システム（右記二次元コード）
※�平日は予約なしでも受け取ることができますが、時間がかかる場合がありま
す。右記二次元コードで窓口の混雑状況を確認のうえ、お越しください。
※詳細は「交付通知書」に同封の案内をご覧ください。

2万円分のポイントがもらえます 市民課☎内線2326
マイナポイント

第2弾 最大

マイナンバーカード専用コールセンター

☎050-5050-1462
月～金曜日午前8時30分～午後5時（祝日を除く）

　市ではこれまで、大気汚染防止法に基づき、建築材に含まれ、健康に影響
を及ぼすといわれるアスベストの含有調査を公共施設で実施してきました。
特に、飛散しやすいといわれる「吹付材」については、早期に調査を実施して
います。今回調査した学校の天井の吹付材の一部にアスベストが使用されて
いることが分かりましたが、健康被害が生じる状態ではないことを確認しま
した。今後、計画的にアスベスト除去などの対策を行っていきます。

アスベスト調査を実施した施設
　第一小学校、第四小学校、第五中学校

現在の状況
　二重天井による囲い込みやアスベストを含まない吹付材で全体が覆われ
ており、アスベストが飛散する状態ではなく、健康被害が生じる状態でも
ありません。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしを支援するた
め、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

支給対象世帯
①住民税非課税世帯
　対象と思われる世帯の世帯主宛てに、2月上旬に確認書を発送します。給付対
象となる世帯には、2月下旬から給付を開始します。
②家計急変世帯
　同感染症の影響を受けて家計が急変し、①と同様の事情にあると認められる世
帯は、申請が必要です。詳細が決まり次第、市ホームページと『広報みたか』でお
知らせします。

環境政策課☎内線2525
臨時特別給付金事業推進室☎内線2981

（一般的な制度の概要については内閣府コールセンター☎0120-526-145）

公共施設でのアスベスト調査の結果

　3回目接種は、2回目接種から原則8カ月以上の間隔を空けることとされてい
ますが、医療従事者の方や高齢者施設などに勤務・入居している方は、6カ月
に前倒しすることになりました。
◆ 令和3年6月以降に2回目接種を受けた18歳以上の市民で、次のいずれかに

該当する方は接種券の先行発行に申請が必要です
・�三鷹市医師会・歯科医師会・薬剤師会に所属していない市内医療機関に勤務
している
・市外の医療機関に勤務している
・市外の高齢者施設に勤務・入居している
・市外の通所サービス事業所に勤務・通所している

　スマートフォンとマイナンバーカードを使って、専用アプリを利用した電子
版ワクチン接種証明書の申請・取得が可能です。証明書は「国内用」と「海外用・
国内用」の2種類があります。
◆申請はこちらから
　「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」をダウンロード

※�申請には、スマートフォン（マイナンバーカードの読み取り可能な端末）、マ
イナンバーカード（暗証番号を含む）、旅券（海外用の接種証明書を希望する場
合）が必要です。

医療機関や高齢者施設に勤務している方などの
接種前倒し

電子版ワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金
1世帯当たり10万円

三鷹市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0570-026-567

App Store Google Play

申請は
こちらから


